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・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・お留守番安心プラン（D、P）
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償

◯キャッシング安心プラン（M）

・火災保険の盗難補償　など
◯お留守番安心プラン（D、P）

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

◯暮らし・持ち物安心プラン（B、C）
＜携行品損害補償＞

・お住まい安心プラン（T）個人賠償責任補償
・ご迷惑安心プラン（U）個人賠償責任補償
・自動車保険の個人賠償責任特約　・火災保険の個人賠償責任特約
・傷害保険の個人賠償責任特約　など

＜個人賠償責任補償＞

・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）個人賠償責任補償
・お住まい安心プラン（T）個人賠償責任補償
・ご迷惑安心プラン（U）個人賠償責任補償
・自動車保険の個人賠償責任特約　・火災保険の個人賠償責任特約
・傷害保険の個人賠償責任特約　など

◯ゴルフ安心プラン（F、Q）
＜賠償責任補償＞

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

＜用品損害補償＞

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

◯けが安心プラン　女性専用コース（R）
＜携行品損害補償＞

・傷害保険の被害事故補償特約
・自動車保険の人身傷害補償（車内外補償）　など

＜被害事故補償＞

・ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約　など
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、
保険金のお支払い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額とな
ります。他の保険契約等から保険金が支払われた場合は、損害額からその
金額を差し引いてお支払いします。ただし、この契約のホールインワン・アル
バトロス費用の保険金額を限度とします。

＜ホールインワン・アルバトロス費用補償＞

・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償　・お買物安心プラン（A）動産総合（注2）
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

◯お買物安心プラン 充実コース（Y）①被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こ
した場合
②被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
③被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力
に該当すると認められた場合　　　　など

※プラン、保険金の種類により取扱いが異なります。詳細は、普通保険約款・
特約をご覧ください。

●保険料・サービス料の払込猶予期間等の取扱い
カードの解約または保険料・サービス料のお引き落としができない場合など
によりカードの会員資格が喪失した場合は、資格喪失日の翌月１日午前0時を
もって解約となり、以後の補償はありません。ただし、お買物安心プラン【Ａ】は、
解約以降次回の更新日まで補償は継続します。

●解約と解約返戻金
（１）ご本人による解約

解約される場合は、本書面の末尾に記載の「Super Value Plusに関するお
問い合わせ先」にご連絡ください。
お申し出された日の翌月１日午前0時に解約となり、以後の補償はありませ
ん。ただし、お買物安心プラン【Ａ】は、脱退以降次回の更新日まで補償は継
続します。保険料・サービス料のお支払いは、翌月の支払日が最終となり、解
約返戻金はありません。

（２）ご本人以外の被保険者による解約
被保険者は、取扱代理店に対して、この保険契約（その被保険者に係る部
分にかぎります。）を解除することを求めることができます。詳細はＳＯＭＰＯ
ダイレクト損害保険株式会社までお問い合わせください。

（３）ご本人の死亡による失効
ご加入後ご本人が死亡されると、その時点でご契約は効力を失います。
その場合、別途、解約のお手続きが必要となりますので、Super Value Plus
に関するお問い合わせ先までご連絡ください。
死亡された月と同月に解約のお手続きをされた場合は、解約に伴う解約返
戻金はありません。
なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合は、次の更新日までの未払込分
割保険料のうち、傷害部分に対応する保険料の全額を一時にお支払いい
ただきます。
○対象となるプラン 生活安心プラン【E】、けが安心プラン【G】【H】【R】、おで
かけ安心プラン【K】、骨折・やけど安心プラン【L】、介護安心プラン【N】【O】、
お住まい安心プラン【T】、いつでも安心プラン【X】、お車安心プラン【Z】

●保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合の加入者保護の仕組みとして、「損害保
険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
サービスを除くすべてのプランが損害保険契約者保護機構の補償対象契約
であり、引受保険会社が経営破綻した場合には、お買物安心プラン【Ａ】【Ｙ】、
暮らし・持ち物安心プラン【Ｂ】【Ｃ】、お留守番安心プラン【Ｄ】【Ｐ】、ゴルフ安心
プラン【Ｆ】【Ｑ】、キャッシング安心プラン【Ｍ】、テニス安心プラン【Ｓ】、ご迷惑安
心プラン【Ｕ】は、破綻時から３ヵ月までに発生した事故による保険金は100％、
それ以外の保険金等は80％までが補償されます。生活安心プラン【Ｅ】、けが
安心プラン【Ｇ】【Ｈ】【Ｉ】【Ｊ】【Ｒ】、おでかけ安心プラン【Ｋ】、骨折・やけど安心プラ
ン【Ｌ】、介護安心プラン【Ｎ】【Ｏ】、お住まい安心プラン【Ｔ】、いつでも安心プラン
【Ｘ】【Ｗ】【Ｖ】、お車安心プラン【Ｚ】では、保険金等は90％までが補償されます。 
●補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（他社の契約も含みます。）が他にある場合は、補
償が重複することがありますのでご注意ください。
補償が重複すると、保険金お支払いの対象となる事故について、いずれの保
険契約からでも補償されますが、損害額以上の保険金を受け取ることはでき
ません。1契約の補償で十分な補償が得られることがありますので、被保険者
や保険の対象の範囲、保険金を支払う場合、保険金額などの補償内容の差
異をご確認いただき、要否をご判断のうえでご加入ください。（注1）
各プランの補償が重複する可能性のある主な保険契約および特約は次のとおりです。
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●クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
●ご加入時における注意事項（告知義務等）
（１）告知義務について

被保険者となる方は、ご加入時に危険に関する重要な事項として、ＳＯＭＰＯ
ダイレクト損害保険株式会社が告知を求めるもの（告知事項）について事
実を正確に告知いただく「告知義務」があります。告知事項について、被保険
者の故意または重大な過失によって事実を告知いただかなかった場合や、
告知いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご加入が解除された
り、保険金をお支払いできないことがあります。

（注１）この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保
険契約または共済契約をいいます。
（注２）いつでも安心プラン【Ｘ】【Ｗ】【Ｖ】、けが安心プラン女性専用コース【Ｒ】、お住
まい安心プラン【Ｔ】、お車安心プラン【Ｚ】、生活安心プラン【Ｅ】について記載してい
ます。ご加入にあたっては、被保険者を同一とする保険金額は、他の保険契約と合わ
せて死亡・後遺障害の保険金額が5,000万円以内、入院の保険金日額が20,000円
以内、通院の保険金日額が13,000円以内になるように設定してください。
（２）過去の事故歴について

過去に同種の保険契約にご加入していた場合で、傷害保険金について過
去３年の間に１回の事故で５万円以上の保険金を請求していたり、傷害保
険金以外について過去１年の間に保険金を請求または受領したことがある
ときはお申し出ください。

（3）過去の自動更新見送りについて
Super Value Plusについて、過去に自動更新がお見送りとなったことがあ
る場合はお申し出ください。

●ご加入後における注意事項
（１）契約内容の変更について

加入プランの変更を希望される場合は、本書面の末尾に記載の「Super 
Value Plusに関するお問い合わせ先」にご連絡ください。
毎月月末までに取扱代理店が受理したお申し出は、翌月１日より変更されま
す。それに伴い保険料が変更になる場合は、翌々月のカードご利用代金支
払日をもって、変更後の保険料・サービス料初回振替となります。

（２）住所変更について
加入者証記載の住所が変更となった場合は、本書面の末尾に記載の
「Super Value Plusに関するお問い合わせ先」にご連絡ください。
ご加入後に加入者証記載の住所を変更された場合は遅滞なくご通知して
いただく必要があります。ご通知いただけないと、重要なお知らせやご案内
ができないことになります。

●責任開始期
各プランの保険責任はカード発行月の翌月１日午前０時（注）に始まります。
なお、保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ、損害または疾病
に対しては保険金をお支払いできません。
（注）すでにカードをお持ちの場合は、保険にお申込みされた月の翌月1日午前
０時となります。
●主な免責事由等
（１）主な免責事由

各プランの「●商品の仕組みおよび補償内容等」をご覧ください。
（２）重大事由による解除

次のいずれかに該当する事由がある場合、ご契約を解除することがありま
す。この場合は、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。

注意喚起情報
ご加入に際して会員様にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきた
い事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。

告知事項 他の保険契約等（注１）の加入状況（注２）

※「テニス施設」とは、もっぱらテニスの用に供するテニスコート、テニス練習場および更
衣室等それらの付属施設をいいます。ただし、宿泊のために使用される部分を除きます。

日本国内で下記の行為中の偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人
のものを壊し、被保険者が法律上の賠償責任を負うことによって被る損害
賠償金（治療費、休業損害、慰謝料、修理費など）や、費用（応急手当、緊急処
置などの費用、訴訟費用や弁護士報酬など）を保険金としてお支払いします。 
（１）テニス施設内での練習・競技・指導中 （２）テニス施設内での練習・競
技・指導に付随する行為中（更衣・休憩・食事・入浴など）
※被保険者が未成年または責任無能力者の場合で、被保険者の行為により親権者ま
たはその他の法定監督義務者等が賠償責任を負ったときも保険金をお支払いします。
※１回の事故で損害賠償金に対して支払う保険金は、保険金額が限度です。
※損害賠償金や費用の決定については、事前に保険会社の承認が必要です。
※修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物
の時価額を超えない範囲でお支払いします。
※法律上の損害賠償金とは別に被保険者が支払った見舞金、罰金、違約
金、および懲罰的賠償金などは保険金のお支払い対象となりません。

テ
ニ
ス
補
償（
賠
償
責
任
補
償
）

保険金をお支払いする主な場合

（１）被保険者の故意 （２）戦争・変乱・暴動・天災等に起因する賠償責任 
（３）同居の親族に対する賠償責任 （４）被保険者が所有、使用、管理する
財物の損壊について、その財物の正当な権利を有する方に対する損害賠
償責任（他人から借りた物、預かった物に対する賠償責任）　など

保険金をお支払いできない主な場合

携行品（注5）が、日本国内において、盗難・破損・火災などの偶然な事故に
よって損害を被った場合に、損害額（注6）から、１回の事故につき自己負担
額5,000円を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険金は保険期間を
通じて15万円が限度となります。現金、乗車券など（注7）については保険
期間中通算で３万円が限度となります。
（注5）カードに登録された住所の住宅（物置、車庫その他の付属建物を含み、
敷地は含みません。）から被保険者によって一時的に持ち出され携行している
家財（被保険者および被保険者と生計を共にする同居の親族が所有してい
るものにかぎります。）を指します。ただし、以下については対象外となります。
（1）船舶（ヨット、モーターボート、水上オートバイ、ボートを含みます。）、航空
機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカート、自転車、ハンググ
ライダー、サーフボード、スノーボード、ラジオコントロール模型他これらに
準ずるものやこれらの付属品 （2）携帯電話、スマートフォン、ノート型パソ
コン、タブレット端末他これらに類する物やこれらの付属品 （3）義歯、義
肢、コンタクトレンズ他これらに準ずるもの （4）動物および植物 （5）稿本、
設計書、図案、証書、帳簿他これらに準ずるもの
（注6）損害額は全損の場合は時価額を基準とし、全損以外の場合は事故発生直
前の状態にもどすために必要な修理費（時価額限度）を基準として決定します。
※全損とは修理ができない場合、または修理費が時価額以上になる場合をいいます。
（注7）次のものを指します。
（1）現金、手形、小切手、その他の有価証券、印紙、切手、乗車券等（鉄道・バス・
船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券、旅行券をいいます。）、
旅行者用小切手、あらゆる種類のチケット （2）預金証書、貯金証書（通帳・
キャッシュカードを含みます。）、クレジットカード他これらに準ずるもの 
（3）貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻、美術品他これらに準ずるもの （4）定期券

携
行
品
損
害
補
償

保険金をお支払いする主な場合

（1）被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失、法令違反による損害 （2）戦
争・変乱・暴動による損害 （3）保険の対象自体に内在する欠陥・自然の消耗・さび・
変色・虫食いなどによる損害 （4）地震・噴火・津波・水災による損害 （5）置き忘れ（注8）、
紛失による損害（置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。） （6）管球類（真空管・
ブラウン管・電球等）に単独に生じた損害 （7）偶然な外来の事故によらない電気の作用
や機械の稼動に伴う電気的・機械的事故による損害 （8）テニスボールだけの盗難、
ガットのみの損害 （9）修理、清掃中など作業上の過失、技術の拙劣による損害 など
（注8）携行品を置いた状態で、その事実または置いた場所を忘れることをいいます。

保険金をお支払いできない主な場合
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その他の重要事項

（注1）1契約のみに補償をセットした場合、その契約を解約したときやご家族の
状況の変化（同居の親族が別居へ変更など）があったときは、補償がなくなるこ
とがあります。ご注意ください。
（注2）お買物安心プラン 動産総合はカードごとの補償となりますので、他の
カードでご加入の場合は補償は重複しません。

※記載がないプランでは、補償が重複することはありません。

・お買物安心プラン　充実コース（Y）動産総合（注2）、携行品損害補償
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・お留守番安心プラン（D、P）
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

◯お買物安心プラン（A）

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　など

＜携行品損害補償＞

・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）個人賠償責任補償
・ご迷惑安心プラン（U）個人賠償責任補償
・自動車保険の個人賠償責任特約　・火災保険の個人賠償責任特約
・傷害保険の個人賠償責任特約　など

◯お住まい安心プラン（T）

・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）個人賠償責任補償
・お住まい安心プラン（T）個人賠償責任補償
・自動車保険の個人賠償責任特約　・火災保険の個人賠償責任特約
・傷害保険の個人賠償責任特約　など

◯ご迷惑安心プラン（U）

・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）個人賠償責任補償
・お住まい安心プラン（T）個人賠償責任補償
・ご迷惑安心プラン（U）個人賠償責任補償　など

◯テニス安心プラン（S）
＜賠償責任補償＞

・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

・医療保険の先進医療補償特約　など
◯介護安心プラン（N、O）

●万一事故にあわれたら
○事故（保険金のお支払い対象となるケガや賠償事故など）にあわれたら、
ただちに本書面の末尾に記載の事故受付専用電話までご連絡ください。
事故の日から30日以内にご通知のない場合には、保険金の全額または
一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
○盗難による損害が発生した場合には、警察署への届出が必要となります。
○賠償責任保険において、被保険者が法律上の賠償責任を負う事故が発生
した場合は、必ずＳＯＭＰＯダイレクト損害保険株式会社にご相談のうえ
交渉を進めてください（示談代行サービスはありません。）。事前にＳＯＭＰ
Ｏダイレクト損害保険株式会社の承認を得ずに賠償責任を認めたり、賠
償金を支払われた場合は、保険金の全額または一部をお支払いできない
ことがあります。保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を

支払った後にお支払いします。
○ＳＯＭＰＯダイレクト損害保険株式会社は申込人（加入者）および被保険
者からの保険金請求書類の提出後、その日を含めて30日以内に、保険金を
お支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いし
ます。ただし特別な照会または調査が必要な場合には、普通保険約款・特
約に定める期日までに保険金をお支払いします。
※事故以外のお問い合わせにつきましては、担当窓口をご案内させていた
だきますのであらかじめご了承ください。

●代理請求制度について

被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、被保険者の代理
人がいないときは、次のいずれかの方が、その事情を示す書類をもってその旨
をＳＯＭＰＯダイレクト損害保険株式会社に申し出て、ＳＯＭＰＯダイレクト
損害保険株式会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を
請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする法律上の配偶者
②①に該当する方がいない場合、または、①に該当する方に保険金を請求で
きない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする３親等
内の法律上の親族
③①、②に該当する方がいない場合、または①、②に該当する方に保険金を
請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の３親
等内の親族

●個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
①引受保険会社における個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意
条項
引受保険会社は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、他の保険商
品等の案内・提供等を行うために取得・利用し、本契約の履行・保険制度の
維持のために、業務委託先（外国にある事業者等を含みます。）、国内外の再
保険会社等に提供を行います。なお、保健医療等のセンシティブ情報（要
配慮個人情報を含みます。）の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運
営その他必要と認められる範囲に限定します。詳細につきましては、引受保
険会社の公式ウェブサイト（注）をご覧いただくか、取扱代理店または引受
保険会社までお問い合わせ願います。
（注）ＳＯＭＰＯダイレクト損害保険株式会社公式ウェブサイト：
https://www.sompo-direct.co.jp/
生活安心プラン【E】、お住まい安心プラン【T】、ご迷惑安心プラン【U】、およ
びお車安心プラン【Ｚ】の申込人（加入者）においては、上記①に加え、下記
の②も適用されます。
②サービス提供会社における個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意
条項
サービス提供会社は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、他の
サービス商品等の案内・提供等を行うために取得・利用いたします。また、本
契約に関する個人情報を、本契約を履行する目的のために、サービス利用
申込時にサービスを実施する提携会社等へ提供を行います。詳細につきま
しては、サービス提供会社のホームページをご覧いただくか、サービス提供
会社までお問い合わせください。申込人（加入者）および被保険者は、これ
らの個人情報の取扱に同意のうえご加入ください。
③団体保険契約者における個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意
条項
団体保険契約者は、本契約の申込人（加入者）の個人情報（カード契約等に
係る個人情報の変更があった場合には当該変更情報を含む、以下同じ。）
を、本契約の履行、他の保険商品等の案内・提供等を行うために取得・保
有・利用いたします。
また、団体保険契約者は、引受保険会社およびサービス提供会社に申込人
（加入者）の個人情報を通知いたします。引受保険会社およびサービス提
供会社の個人情報の収集・保有・利用・提供に関しては、上記①および②を
ご確認ください。

下記に該当する方に、保険契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせ
ください。

42 43

SVP重要事項説明書 一般用（w200×h220）
2024.09.27

P39 P40

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・お留守番安心プラン（D、P）
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償

◯キャッシング安心プラン（M）

・火災保険の盗難補償　など
◯お留守番安心プラン（D、P）

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

◯暮らし・持ち物安心プラン（B、C）
＜携行品損害補償＞

・お住まい安心プラン（T）個人賠償責任補償
・ご迷惑安心プラン（U）個人賠償責任補償
・自動車保険の個人賠償責任特約　・火災保険の個人賠償責任特約
・傷害保険の個人賠償責任特約　など

＜個人賠償責任補償＞

・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）個人賠償責任補償
・お住まい安心プラン（T）個人賠償責任補償
・ご迷惑安心プラン（U）個人賠償責任補償
・自動車保険の個人賠償責任特約　・火災保険の個人賠償責任特約
・傷害保険の個人賠償責任特約　など

◯ゴルフ安心プラン（F、Q）
＜賠償責任補償＞

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

＜用品損害補償＞

・お買物安心プラン　充実コース（Y）携行品損害補償
・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

◯けが安心プラン　女性専用コース（R）
＜携行品損害補償＞

・傷害保険の被害事故補償特約
・自動車保険の人身傷害補償（車内外補償）　など

＜被害事故補償＞

・ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約　など
※ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、
保険金のお支払い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額とな
ります。他の保険契約等から保険金が支払われた場合は、損害額からその
金額を差し引いてお支払いします。ただし、この契約のホールインワン・アル
バトロス費用の保険金額を限度とします。

＜ホールインワン・アルバトロス費用補償＞

・暮らし・持ち物安心プラン（B、C）携行品損害補償
・けが安心プラン　女性専用コース（R）携行品損害補償
・テニス安心プラン（S）携行品損害補償　・お買物安心プラン（A）動産総合（注2）
・火災保険の持ち出し家財補償　・傷害保険の携行品損害補償特約　など

◯お買物安心プラン 充実コース（Y）①被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こ
した場合
②被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
③被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力
に該当すると認められた場合　　　　など

※プラン、保険金の種類により取扱いが異なります。詳細は、普通保険約款・
特約をご覧ください。

●保険料・サービス料の払込猶予期間等の取扱い
カードの解約または保険料・サービス料のお引き落としができない場合など
によりカードの会員資格が喪失した場合は、資格喪失日の翌月１日午前0時を
もって解約となり、以後の補償はありません。ただし、お買物安心プラン【Ａ】は、
解約以降次回の更新日まで補償は継続します。

●解約と解約返戻金
（１）ご本人による解約

解約される場合は、本書面の末尾に記載の「Super Value Plusに関するお
問い合わせ先」にご連絡ください。
お申し出された日の翌月１日午前0時に解約となり、以後の補償はありませ
ん。ただし、お買物安心プラン【Ａ】は、脱退以降次回の更新日まで補償は継
続します。保険料・サービス料のお支払いは、翌月の支払日が最終となり、解
約返戻金はありません。

（２）ご本人以外の被保険者による解約
被保険者は、取扱代理店に対して、この保険契約（その被保険者に係る部
分にかぎります。）を解除することを求めることができます。詳細はＳＯＭＰＯ
ダイレクト損害保険株式会社までお問い合わせください。

（３）ご本人の死亡による失効
ご加入後ご本人が死亡されると、その時点でご契約は効力を失います。
その場合、別途、解約のお手続きが必要となりますので、Super Value Plus
に関するお問い合わせ先までご連絡ください。
死亡された月と同月に解約のお手続きをされた場合は、解約に伴う解約返
戻金はありません。
なお、傷害死亡保険金をお支払いする場合は、次の更新日までの未払込分
割保険料のうち、傷害部分に対応する保険料の全額を一時にお支払いい
ただきます。
○対象となるプラン 生活安心プラン【E】、けが安心プラン【G】【H】【R】、おで
かけ安心プラン【K】、骨折・やけど安心プラン【L】、介護安心プラン【N】【O】、
お住まい安心プラン【T】、いつでも安心プラン【X】、お車安心プラン【Z】

●保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合の加入者保護の仕組みとして、「損害保
険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。
サービスを除くすべてのプランが損害保険契約者保護機構の補償対象契約
であり、引受保険会社が経営破綻した場合には、お買物安心プラン【Ａ】【Ｙ】、
暮らし・持ち物安心プラン【Ｂ】【Ｃ】、お留守番安心プラン【Ｄ】【Ｐ】、ゴルフ安心
プラン【Ｆ】【Ｑ】、キャッシング安心プラン【Ｍ】、テニス安心プラン【Ｓ】、ご迷惑安
心プラン【Ｕ】は、破綻時から３ヵ月までに発生した事故による保険金は100％、
それ以外の保険金等は80％までが補償されます。生活安心プラン【Ｅ】、けが
安心プラン【Ｇ】【Ｈ】【Ｉ】【Ｊ】【Ｒ】、おでかけ安心プラン【Ｋ】、骨折・やけど安心プラ
ン【Ｌ】、介護安心プラン【Ｎ】【Ｏ】、お住まい安心プラン【Ｔ】、いつでも安心プラン
【Ｘ】【Ｗ】【Ｖ】、お車安心プラン【Ｚ】では、保険金等は90％までが補償されます。 
●補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約（他社の契約も含みます。）が他にある場合は、補
償が重複することがありますのでご注意ください。
補償が重複すると、保険金お支払いの対象となる事故について、いずれの保
険契約からでも補償されますが、損害額以上の保険金を受け取ることはでき
ません。1契約の補償で十分な補償が得られることがありますので、被保険者
や保険の対象の範囲、保険金を支払う場合、保険金額などの補償内容の差
異をご確認いただき、要否をご判断のうえでご加入ください。（注1）
各プランの補償が重複する可能性のある主な保険契約および特約は次のとおりです。
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